
 鳥取市下水道条例施行規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月４日 

 

鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

鳥取市規則第１２号 

   鳥取市下水道条例施行規則等の一部を改正する規則 

 （鳥取市下水道条例施行規則の一部改正） 

第１条 鳥取市下水道条例施行規則（昭和３７年鳥取市規則第１６号）の一部を次の

ように改正する。 

第１５条の３を次のように改める。 

 第１５条の３ 削除 

様式第１３号の２及び様式第１３号の３を削る。 

様式第１４号中「３月」を「１月」に改める。 

 （鳥取都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の一部改正） 

第２条 鳥取都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則（昭和４９年鳥取

市規則第２０号）の一部を次のように改正する。 

様式第１１号中「３月」を「１月」に改める。 

 （鳥取市集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正） 

第３条 鳥取市集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和６１年鳥取

市規則第２３号）の一部を次のように改正する。 

様式第８号の９中「３月」を「１月」に改める。 

 （鳥取市汚水合併処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正） 

第４条 鳥取市汚水合併処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１６年



鳥取市規則第１３１号）の一部を次のように改正する。 

様式第４号中「３月」を「１月」に改める。 

（鳥取市浄化槽事業条例施行規則の一部改正） 

第５条 鳥取市浄化槽事業条例施行規則（平成１６年鳥取市規則第１６８号）の一部

を次のように改正する。 

様式第１６号中「３月」を「１月」に改める。 

 （鳥取市下水道等事業会計規則の一部改正） 

第６条 鳥取市下水道等事業会計規則（平成２４年鳥取市規則第２３号）の一部を次

のように改正する。 

第１８条第１項中「納付しようとする者は」の次に「、別に定めるもののほか」

を加え、同項に次のただし書を加える。 

ただし、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認

識することができない方法をいう。）により当該出納取扱金融機関等に口座振替

依頼を行う場合は、この限りでない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作

成され、又は使用されている用紙については、所要の修正を加え、当分の間使用す

ることができる。 

 


